
 

 

 

１ 認定企業 

  企業名：青森オリンパス株式会社 
  所在地：黒石市 

  業 種：その他製造業（医療用内視鏡関連製品の開発・製造） 

 
２ 認定通知書交付式 

日時：令和８年６月 29 日（月）記者懇談会終了後 
会場：青森第２合同庁舎 １階会議室（青森市長島１丁目３－５） 

 
※詳しい取組内容は、添付資料 No.１をご覧ください。 

※認定企業への取材を希望する場合、上記照会先へご連絡ください。 

 
※くるみん認定とは、労働者の仕事と家庭の両立を図るための行動計画を策定し、計画に定めた目標を達成するなど一定の認定基準

を満たす場合に認定。認定を受けた企業は、くるみん認定マークを名刺や求人広告などに付して「子育てサポート企業」であることを

PR することができ、人材確保・定着が期待できます。さらに、公共調達の加点評価を受けることができます。 
※プラチナくるみん認定とは、くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合に認

定。特例認定を受けた企業は、くるみん認定と同じように、プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などに付すことで、「子育

てサポート企業」であることの PR 効果がさらに高まります。さらに、公共調達の加点評価を受けることができます。 
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Press Release 

青森オリンパス株式会社をプラチナくるみん認定しました！ 

 

青森労働局（局長 角井
か く い

 伸一
しんいち

）は、次世代育成支援対策推進法に基づき、青森オリンパス株式会社

（黒石市）を「プラチナくるみん」認定しました。 
青森オリンパス株式会社では、職場内での育休座談会の実施や、子育てに関する制度や手続きについ

てまとめた子育てガイドブックの作成、育休・産休相談窓口の開設等により、育児休業の取得率向上と

育休取得期間の延伸につなげました。 
「プラチナくるみん」認定企業としては、県内 5 社目となります。さらに、令和７年には「プラチナ

えるぼし」認定を取得しており、「プラチナくるみん」認定と合わせ、県内初のプラチナダブル認定と

なります。これを受け、下記のとおり認定通知書交付式を行います。 

＜添付資料＞ 
No.１ 認定企業の概要・主な取組内容 
No.２ くるみん・プラチナくるみん認定企業一覧（青森県） 
No.３ くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、プラス認定制度の概要・認定基準 
 

令和８年６月 22日(月） 

【照会先】 

青森労働局雇用環境・均等室 

  室 長      南 士氏 

  室長補佐(担当）  加藤 理香 

  （直通電話）017－734－4211 

 



青森オリンパス株式会社
代表者名：代表取締役社長 田中 亮
業種 ：その他製造業（医療用内視鏡関連製品の開発・製造）

所在地 ：黒石市
労働者数：８６１名（男性３７６名、女性４８５名）

１．育児休業取得率および、4週間以上取得者の割合を次の水準とする。
男性：取得率１００％を達成し、取得期間1か月以上の割合７５％以上とする。
女性：取得率１００％を達成し、取得期間1か月以上の割合１００％以上とする。

２．育児をする従業員が就業を継続し、活躍できる職場環境を整備する。
３．フルタイム労働者の法定外時間外・法定休日労働時間の平均が各月30時間未満とする。

３ 計画に掲げた目標３ 計画に掲げた目標

（男性）育児休業および育児目的休暇取得率100％（配偶者が出産した男性社員３０名のうち３０名取得）

（女性）育児休業取得率100％（出産した女性社員３５名のうち３５名取得）

【育児休業を取得した男性社員の声】

「今しかできない育児を経験できた。そしてその経験があるからこそ、職場復帰後も積極的に育児参加でき

ている。」「子供の成長する瞬間を見ることができ、夫婦で協力して時間を作ることができる。」

育児休業等の取得状況（計画期間内）

４ 主な取組内容・取組効果４ 主な取組内容・取組効果

①育休取得経験のある先輩パパと未来のパパが交流
できる男性育休座談会を開催

②子育てに関する制度や手続きについて、これを見
ればすべてわかる形に集約した子育てガイドブック
を作成

③産休・育休に関する相談窓口を開設し、産休・育休
取得予定者に窓口側から積極的な声掛けを実施

主な取組内容

２ 子育て支援に力を入れたきっかけと効果２ 子育て支援に力を入れたきっかけと効果

取組における工夫点

①社内の先輩パパ・先輩ママが参加し、お菓子を食べながら
和やかな雰囲気の中で子育てについて、気軽に相談や情報
交換ができる環境を提供

②わかりにくい制度の解説や心配なお休み中のお金の話、
共育(トモイク) に向けた計画表など内容を充実化

③窓口側から職場と調整することで就業時間中でも気兼ねな
く相談できるように調整

５ 企業代表
からの

メッセージ

５ 企業代表
からの

メッセージ

1973年3月16日に設立し、医療用内視鏡関連製品の開発および製造を行っております。「世界の
人々の健康と安心、心の豊さの実現」を私たちの存在意義とし、患者さまの身体への負担の軽減を考
えながら製品の開発および製造を通じて社会に貢献することを使命としています。

当社は、男女ともに育児休業取得率 ％を目標とし、希望する期間の取得を可能とする環境整備

を進めています。経営層や職場の理解により、男性も取得が当たり前の風土が定着しています。その
結果、育児の当事者意識の向上や子どもの成長実感につながるとともに、復職後の育児参画や仕事へ
のモチベーション向上にも寄与しています。

当社は青森県に根ざす企業として、地域社会とともに成長し続けることを大
切にしています。同時に、医療機器の開発・製造を通じて世界に価値を届ける
グローバル企業として、更なる飛躍を目指しています。その実現には、社員一
人ひとりが安心して働き、ライフイベントとキャリアを両立できる環境が不可
欠です。今後も育児支援をはじめとした取組を通じ、誰もが活躍できる職場づ
くりを推進していきます。

１ 企業概要１ 企業概要

（計画期間 令和６年４月１日～令和８年３月31日）

資料No.１



No. 企業名 所在地 認定回数 認定年
労働者数

（認定申請時）

１回目 平成20年 282

２回目 平成23年 321

１回目 平成20年 2,116

２回目 平成26年 2,422

３回目 平成29年 2,319

4回目 令和３年 2,140

5回目 令和5年 1,850

プラチナ 令和5年 1,850

１回目 平成21年 1,737

２回目 平成25年 1,878

3回目 平成27年 1,881

４回目 令和元年 1,929

プラチナ 令和元年 1,929

4 （福）七戸福祉会 上北郡七戸町 １回目 平成21年 74

5
（一社）信愛会
【旧：（福）信愛会】

八戸市 １回目 平成21年 113

6 （株）サンデー 八戸市 １回目 平成22年 1,605

１回目 平成22年 143

２回目 平成24年 158

３回目 平成27年 184

4回目 令和２年 194

１回目 平成24年 730

2回目 令和４年 873

9 （福）温和会 青森市 １回目 平成24年 40

10
（株）青森みちのく銀行
【旧：（株）青森銀行】

青森市 １回目 平成25年 2,223

１回目 平成26年 299

2回目 令和３年 409

12 （医）クロース・トゥ・ユー 弘前市 １回目 平成27年 129

13 （医）謙昌会 八戸市 １回目 平成27年 322

14 （株）ムジコ・クリエイト 弘前市 １回目 平成27年 245

15 寺下運輸倉庫（株） 三沢市 １回目 平成27年 113

16 （株）あうら 青森市 １回目 平成27年 399

１回目 平成29年 90

2回目 令和３年 90

18 （福）同伸会 八戸市 １回目 平成30年 273

11 （福）藤聖母園 青森市

8 （医）芙蓉会 青森市

くるみん・プラチナくるみん認定企業一覧（青森県）
（令和８年5月25 日時点）

1 （福）福祉の里 十和田市

2 キヤノンプレシジョン（株） 弘前市

3 日本ホワイトファーム（株） 上北郡横浜町

7 （福）寿栄会 八戸市

17 （株）リブライズ 八戸市

資料No.２



１回目 平成30年 289

2回目 令和３年 281

プラチナ 令和３年 281

20 日本フードパッカー（株） 上北郡おいらせ町 １回目 平成30年 1,118

21
日本クリーンファーム（株）
【旧：インターファーム（株）】

上北郡おいらせ町 １回目 平成31年 674

22 （福）平舘福祉会 東津軽郡外ヶ浜町 １回目 平成31年 112

23 （福）スプリング 八戸市 １回目 平成31年 180

24 （株）東京堂 むつ市 １回目 令和元年 47

25 （有）ツルヤ 青森市 1回目 令和２年 58

26 （株）佐々木建設工業 青森市 １回目 令和２年 49

27 （特非）障害者地域生活支援センターぴあ 三沢市 １回目 令和２年 42

28 （学）聖公会栄光学園 青森市 １回目 令和２年 57

29 （福）つくし会 西津軽郡鰺ヶ沢町 １回目 令和２年 124

30 （福）長老会 三戸郡南部町 １回目 令和２年 120

31 （福）水鏡会 三戸郡南部町 １回目 令和２年 132

１回目 令和３年 191

２回目 令和６年 213

33 （福）浪岡あすなろ会 青森市 １回目 令和３年 116

34 穂積建設工業（株） 八戸市 １回目 令和４年 64

１回目 令和４年 611

2回目 令和７年 654

プラチナ 令和７年 654

１回目 令和５年 103

2回目 令和７年 108

37 （株）ハヤシ 弘前市 １回目 令和５年 17

38 （株）みどり 十和田市 １回目 令和５年 42

39 （福）友の会 八戸市 １回目 令和６年 118

40 （株）高橋製作所 八戸市 １回目 令和６年 81

１回目 令和６年 893

プラチナ 令和8年 861

42 むつ小川原原燃興産株式会社 上北郡六ヶ所村 １回目 令和７年 207

43 社会福祉法人千年会 弘前市 １回目 令和７年 50

44 齋勝建設株式会社 五所川原市 １回目 令和７年 190

45 株式会社　ｆｕｌｆｉｌｌ 平川市 １回目 令和７年 24

（福）若竹会 三沢市

41 青森オリンパス（株） 黒石市

19 （株）青森ダイハツモータース 青森市

35 （株）ジェイテック 上北郡六ヶ所村

32 六ヶ所エンジニアリング（株） 上北郡六ヶ所村

36



 

【令和７年４月１日から認定基準が改正されました！】 

 

＜くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定とは＞ 

  「くるみん認定」、「トライくるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子

育ての両立を図るための行動計画を策定・届出を行った企業のうち、その計画に定めた目標を達成するなど

一定の認定基準を満たした企業について、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣が「子育てサポー

ト企業」として認定する制度です（認定の権限は都道府県労働局長に委任されています）。当該認定により、

「くるみんマーク」、「トライくるみんマーク」を名刺・求人広告等に付けることができ、企業の PRや人材の

確保・定着を期待できます。 

「プラチナくるみん認定」とは、くるみん認定・トライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を

行った企業が、一定の要件を満たした場合、優良な「子育てサポート企業」として認定とする制度です。当

該認定により、「くるみん認定」、「トライくるみん認定」と同様に名刺・求人広告等に付けることができ、PR

効果がさらに高まります。さらに、公共調達の加点評価を受けることができます。 

 

＜プラス認定とは＞ 

「プラス認定」とは、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの認定基準に加えて、不妊治療と仕事

との両立に関する「プラス認定基準」を満たした企業について、認定する制度です。認定を受けると、くるみ

ん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定に「プラスマーク」を追加して、商品、広告、求人広告

などに付けることができ、「子育てサポート企業」であることにプラスして、「不妊治療と仕事との両立をサポ

ートする企業」であることも PR できます。 

 

＜くるみん認定基準＞ 

１ 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 

２ 行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。 

３ 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 

４ 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。 

５ 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が 30％以上（旧基準：10％以上）であり、当該割合を厚

生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、

合わせて 50％以上（旧基準：20％以上）であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろ

ば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者 

 がいない場合（男性の育児休業等取得者が０人、かつ企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者が０人）でも、①～ 

 ④のいずれかに該当すれば基準を満たします。 

①計画期間内に、子の看護等休暇（旧基準：子の看護休暇）を取得した男性労働者がいること（１歳に満たない子のために利用 

した場合を除く）、かつ、該当する男性労働者の数を「両立支援のひろば」で公表していること。 

②計画期間内に、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 日まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措 

置を利用した男性労働者がいること、かつ、該当する男性労働者の数を「両立支援のひろば」で公表していること。 

③計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が 30％以上（旧基 

準：10％以上）であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していること。 

資料 No.３ 



 

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 

日まで）の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること、か 

つ、当該男性労働者の数を「両立支援のひろば」で公表していること。 

６ 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞ 

 れ 75％以上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト

「両立支援のひろば」で公表していること。 

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に上記基準を満たしていない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３

年間）を合わせて計算したときに、女性労働者または育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が 75％

以上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であり、当該割合を「両立支援のひろば」で公表していれば基

準を満たします。 

（旧基準７廃止：３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制 

限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。） 

７（旧基準８） 計画期間の終了日の属する事業年度において次の（１）と（２）のいずれかを満たしていること、

かつ（３）を満たしていること。（旧基準：計画期間の終了日の属する事業年度において（１）の旧基準と（３）

のいずれも満たしていること。） 

（１）フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 30 時間未満（旧基準：45 時間未満）で 

あること。 

（２）フルタイムの労働者のうち、25～39 歳の労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月 45 時間未満 

であること。（新設） 

（３）月平均の法定時間外労働が 60 時間以上の労働者がいないこと。 

８（旧基準９） 次の①～③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。 

①男性の労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置（旧基準：所定外労働の削減のための措置） 

②年次有給休暇の取得の促進のための措置 

③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

９（旧基準 10） 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 

 

＜プラチナくるみん認定基準＞ 

１～４ くるみん認定基準１～４と同じです。 

５ 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

  （１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が 50％以上（旧基準：30％以上）であること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、

合わせて 70％以上（旧基準：50％以上）であり、かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者 

 がいない場合（男性の育児休業等取得者が０人、かつ企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者が０人）でも、①～ 

 ④のいずれかに該当すれば基準を満たします。 

①計画期間内に、小学校就学の始期に達するまでの子について、子の看護等休暇（旧基準：子の看護休暇）を取得した男性労働 

者がいること。（１歳に満たない子のために利用した場合を除く） 

②計画期間内に、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 日まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措 

置を利用した男性労働者がいること。 

③計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が 50％以上（旧基準： 

30％以上）であること。 



 

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 日 

まで）の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。 

６ 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞ 

 れ 75％以上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であること。 

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に上記基準を満たしていない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３

年間）を合わせて計算したときに、女性労働者または育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が 75％

以上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であれば基準を満たします。 

（旧基準７廃止：くるみん認定旧基準７と同じです。） 

７（旧基準８） くるみん認定基準７と同じです。 

８（旧基準９） 次の①～③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方に 

 ついて、定量的な目標（※）を定めて実施し、その目標を達成したこと。 

①男性の労働者の育児休業等の取得期間の延伸のための措置（旧基準：所定外労働の削減のための措置） 

②年次有給休暇の取得の促進のための措置 

③短時間正社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

 （※）定量的な目標とは、成果にかかる数値目標をいいます。 

９（旧基準 10） 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職（育児休業等を利用している者を含む） 

している者の割合が 90％以上であること。 

 （２）子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の１歳

誕生日まで継続して在職している者（子の１歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む）の割合が

70％以上であること。 

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に（１）が 90％未満かつ（２）が 70％未満だった場合でも、計画期間とその開始前 

の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、上記の（１）が 90％以上または（２）が 70％以上であれば、基準を 

満たします。 

10（旧基準 11） 育児休業等をし、または育児を行う男女労働者が、職業生活と家庭生活との両立を図りながら、そ 

 の意欲を高め、かつその能力を発揮することで（旧基準：女性労働者が就業を継続し、）活躍できるような能力の 

 向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。 

11（旧基準 12） くるみん認定基準９と同じです。 

 

＜トライくるみん認定基準＞ 

１～４ くるみん認定基準１～４と同じです。 

５ 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。 

（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が 10％以上（旧基準：７％以上）であること。 

（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、

合わせて 20％以上（旧基準：15％以上）であり、かつ、育児休業等を取得した者が１人以上いること。 

 ○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者 

がいない場合（男性の育児休業等取得者が０人、かつ企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者が０人）でも、①～ 

④のいずれかに該当すれば基準を満たします。 

①計画期間内に、小学校就学の始期に達するまでの子について、子の看護等休暇（旧基準：子の看護休暇）を取得した男性労働 

者がいること。（１歳に満たない子のために利用した場合を除く） 

②計画期間内に、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 日まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措 



 

置を利用した男性労働者がいること。 

③計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が 10％以上（旧基 

準：７％以上）であること。 

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前（15 歳に達した後の最初の３月 31 

日まで）の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。 

６ 計画期間における、女性労働者および育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が、それぞ 

れ 75％以上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であること。    

○労働者数 300 人以下の場合、計画期間内に上記基準を満たしていない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間（最長３年 

間）を合わせて計算したときに、女性労働者または育児休業の対象となる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率が 75％以 

上（旧基準：女性労働者の育児休業等取得率が 75％以上）であれば基準を満たす。 

（旧基準７廃止：くるみん認定旧基準７と同じです。） 

７（旧基準８） 計画期間の終了日の属する事業年度において次の（１）と（２）のいずれも満たしていること。 

 （１）フルタイムの労働者の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月４５時間未満であること。 

 （２）月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。 

８、９（旧基準９、10） くるみん認定基準８、９と同じです。 

 

＜プラス認定基準＞ 

１ 次の（１）および（２）の制度を設けていること。 

（１）不妊治療のための休暇制度（不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定

しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。） 

（２）不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出

勤、フレックスタイム制、短時間勤務、在宅勤務等のうちいずれかの制度 

２ 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。 

３ 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための

取組を実施していること。 

４ 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者（両立支援担当者）を選任

し、社内に周知していること。 

 

＜プラチナくるみんプラス認定基準＞ 

１～４ くるみん認定の認定基準１～４と同じです。 

５～10 特例認定基準５～10 と同じです。 

11～14 プラス認定基準１～４と同じです。 


